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今月の納税
4月は固定資産税第1期分と軽自動車税のＪ

納税月ですｄ

納期内に遠賀信用金庫（役場）または福岡銀行に納め

てください。

納期は4月30日までです。
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発行所　福岡県遠賀郡水巻町役場　発行人　西尾　司

一
、
、
リ
．
ｈ

圃
僚
九
千
七
百
二
十
九
万
圃
千
円
的
開
国

昭
和
四
十
二
年
度
水
巻
町
予
算
は
、
三
月
二
十
八
日
、
昭
和
四
十
二
年
第

二
回
定
例
議
会
で
議
決
、
成
立
し
ま
し
た
。

一
般
会
計
予
算
総
額
は
四
億
九
千
七
百
二
十
九
万
四
千
円
と
な
り
、
前
年

度
当
初
予
算
額
を
八
重
ハ
百
万
円
上
回
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
歳
入
面
を
み
て
す
ぐ
わ
か
る
よ
う
に
、
個
人
所
得
の
伸
び
に
も

か
か
わ
ら
ず
日
炭
の
鉱
産
税
、
施
設
撤
去
に
よ
る
固
定
資
産
税
な
ど
の
減
に

よ
っ
て
、
町
税
は
約
二
百
万
円
の
滅
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
、
国

か
ら
く
る
金
で
あ
る
地
方
交
付
税
、
国
庫
支
出
金
、
そ
れ
と
町
債
が
主
な
財

源
と
し
て
、
町
の
財
政
を
支
え
て
お
り
、
本
町
財
政
の
苦
し
さ
を
よ
く
表
わ

し
て
い
ま
す
。

こ
の
苦
し
い
財
政
事
情
の
中
で
当
然
と
は
い
え
、
歳
出
面
は
極
力
一
般
経

常
費
を
押
え
、
町
勢
振
興
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
実
施
の
た
め
の
投
資
的
経
費
に

重
点
的
に
配
分
さ
れ
、
そ
の
経
費
が
仝
予
算
額
に
占
め
る
割
合
は
約
四
四
パ

ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
ま
す
。

町
振
興
計
画
に
重
点
投
資

道
路
、
河
川
、
鉱
害
復
旧
、

西
尾
町
長
は
本
年
度
予
算
案
を
議
会

に
提
出
す
る
に
あ
た
り
、
予
算
案
編
成

の
姿
勢
、
本
町
財
政
事
情
な
ど
に
つ

い
て
概
要
つ
ぎ
の
よ
う
に
税
明
し
ま
し

た
。

長町尾西

一
般
的
財
政
事

情
と
基
本
姿
勢

現
在
の
地
方
財
政
は
水
巻
町
だ
け
で

な
く
、
全
国
的
に
財
政
収
入
の
停
梯
と

そ
の
硬
直
化
の
傾
向
を
た
ど
り
、
国
へ

の
依
存
度
を
ま
す
ま
す
強
め
て
お
り
ま

す
。本

町
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
一
般
的

な
事
情
の
ほ
か
に
、
日
庚
問
題
に
起
因

す
る
町
税
収
入
の
減
少
と
、
失
対
事
業

な
ど
の
新
た
な
行
政
需
要
の
増
大
に
伴

う
支
出
増
と
い
う
は
さ
み
打
ち
に
あ

い
、
先
に
の
べ
た
全
国
的
傾
向
が
加
重

住
宅
団
地
な
ど

さ
れ
た
形
で
表
わ
れ
て
お
り
、
こ
こ

二
、
三
年
財
政
的
窮
状
は
雫
け
ら
れ
な

い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

も
と
よ
り
、
こ
う
し
た
困
難
な
事
情

の
中
で
、
財
政
の
健
全
化
を
計
り
な
が

ら
、
住
民
生
活
を
富
ま
す
た
め
の
本
町

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
基
づ
く
長
期
的
展

望
に
た
つ
重
点
的
、
穣
極
的
な
公
共
投

資
を
す
す
め
、
道
路
、
河
川
、
学
校
な

ど
の
整
備
、
失
対
、
鉱
害
復
旧
、
住

宅
、
上
水
道
事
業
な
ど
、
労
働
福
祉
対

策
を
す
す
め
て
、
本
町
行
政
水
準
を
向

上
さ
せ
る
こ
と
は
、
自
治
体
首
長
と
し

て
私
の
当
然
の
責
務
と
考
え
て
お
り
ま

す
。昭

和
四
十
二
年
度
予
算
案
も
、
こ
の

基
本
方
針
に
よ
っ
て
作
成
し
て
お
り
ま

す
。

－
歳
入
－

国
庫
に
た
よ
る
財
源

日
炭
関
係
の
固
定
無
産
税
、
鉱
産
税

の
減
少
は
昨
年
に
引
き
続
き
、
自
主
財

源
の
落
ち
込
み
ほ
大
き
く
、
こ
れ
に
変

え
て
は
地
方
交
付
税
、
国
庫
支
出
金
、

地
方
債
に
財
源
を
求
め
る
以
外
に
あ
り

ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
財
政
収
入
の
停
緒
と
、

そ
の
硬
直
化
傾
向
を
た
だ
し
、
国
へ
の

り
ま
せ
ん
。

新
た
な
自
主
財
源
確
保
へ
の
道
は
、

や
は
り
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
実
施
に
よ
る

産
業
経
済
的
な
体
質
の
根
本
的
な
改
善

を
行
な
う
た
め
の
公
共
投
資
を
す
す

め
、
そ
れ
に
よ
る
財
政
収
入
へ
の
は
ね

返
り
に
期
待
す
る
以
外
に
方
法
は
な
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

歳
出
と
重
点
施
策

本
年
度
予
算
も
昨
年
度
に
引
き
続
き

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
実
施
計
画
事
業
最
優

先
主
義
で
、
重
点
的
に
配
分
す
る
ご
と

に
基
本
方
針
を
お
い
て
い
ま
す
。

す
な
わ
ち
の
産
業
お
よ
び
生
活
基
盤

の
整
備
を
行
な
う
た
め
の
土
地
利
用
計

画
を
定
め
る
こ
と
の
幹
線
道
路
お
よ
び

河
川
の
整
棚
ｅ
学
校
施
設
の
盤
傍
の
住

宅
団
地
、
工
場
団
地
の
造
成
に
よ
る
都

市
化
の
促
進
な
ど
、
に
力
点
を
お
き
、

あ
わ
せ
て
足
も
と
道
路
、
排
水
路
な
ど
、

の
整
備
に
留
意
し
、
快
適
な
住
民
生
活

の
実
現
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
総
予
算
に
占
め
る
投

資
的
経
費
の
割
合
は
四
四
パ
ー
セ
ン
ト

と
、
昨
年
度
と
同
じ
く
高
率
な
投
資
比

率
を
確
保
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
現
在
ど
こ
の
自
治
体
で
も
問

お
り
、
納
税
者
の
注
目
の

的
と
な
っ
て
い
る
人
件
費
に
つ
い
て

は
、
人
事
院
勧
告
に
も
と
づ
く
ベ
ー
ス

ア
ッ
プ
と
学
校
関
係
等
の
単
労
職
員
お

よ
び
臨
時
職
負
を
含
む
町
職
員
の
若
干

の
給
与
是
正
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
従
来
か
ら
の
私
の
方
針
ど
お

り
、
定
点
の
増
加
は
極
力
押
え
て
い
ま

す
。
こ
の
た
め
一
般
財
源
中
に
占
め
る

人
件
費
の
割
合
は
、
郡
内
平
均
の
そ
れ

を
下
回
る
線
に
押
え
る
こ
と
が
で
き
て

い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
基
本
方
針
、
状
勢
の
中

で
編
成
さ
れ
た
本
年
度
予
算
に
み
る
こ

と
が
で
き
る
重
点
施
策
は
、
つ
ぎ
の
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

①
　
町
南
部
地
区
開
発
の
た
め
の
道
路

（
伊
佐
座
～
吉
田
線
）
の
用
地
買
収

と
．
北
部
地
区
の
幹
線
で
あ
る
（
猪

熊
大
柳
線
）
の
改
艮
、
お
よ
び
緊
急

就
労
謡
巣
に
よ
る
「
頃
末
～
二
線
」

の
地
織
工
事
を
行
な
い
、
幹
線
道
路

網
の
盤
僻
を
促
進
す
竜
ｌ

⑧
　
堀
川
、
曲
川
改
修
工
事
の
遊
行
に

つ
れ
、
関
連
主
要
排
水
河
川
の
鉱
害

復
旧
工
事
を
行
な
う
。

⑧
　
頃
末
小
学
校
を
防
音
校
舎
に
改
築

す
る
。

④
　
南
中
学
校
の
鉱
害
復
旧
工
事
を
行

な
う
。

な
う
。

㊥
伊
佐
座
、
下
二
地
区
に
予
定
さ
れ

て
い
る
住
宅
団
地
「
み
ず
ほ
ニ
ュ
ー

タ
ウ
ン
」
の
建
穀
を
促
進
す
る
。

①
炭
鉱
離
職
者
緊
急
就
労
革
粟
と
一

般
失
菓
対
策
事
業
に
よ
っ
て
、
離
職

者
、
失
業
者
の
雇
用
を
は
か
る
。
・

⑧
　
企
業
誘
直
の
促
進
を
は
か
る
。

⑨
　
足
も
と
道
路
の
整
備
を
行
な
う
。

⑯
　
中
小
企
業
摂
興
の
た
め
必
要
な
援

助
を
行
な
う
。

⑪
一
部
事
務
組
合
等
に
よ
る
広
域
行

政
を
促
進
し
、
生
活
環
境
の
充
実
ｌ
を

は
か
る
。

昭和42年度国民健康保険事業予算

依
存
状
態
を
脱
す

る
た
め
の
即
効
的

な
対
策
は
現
在
あ

特
別
会
計
事
業
の
中
で
国
民
健
康
保

険
事
業
、
上
水
遥
事
業
は
、
独
立
採
算

制
を
原
則
と
し
、
そ
の
事
業
実
施
に
あ

た
っ
て
は
、
税
ま
た
は
料
金
で
ま
か
な

う
べ
き
純
然
た
る
企
巣
会
計
の
部
門

と
、
あ
音
程
度
一
般
会
計
で
負
担
す
る

こ
と
も
や
む
を
得
な
い
部
分
と
に
こ
れ

を
区
分
し
、
．
企
業
会
計
で
ま
か
な
う
べ

国
民
健
康
保
険
事
業

本
会
計
の
歳
入
は
、
地
方
税
法
で
療

養
給
付
費
見
込
額
の
七
五
パ
ー
セ
ン
ト

を
見
込
む
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

住
民
の
税
負
担
能
力
等
の
問
題
か
ら
、

本
町
で
は
こ
れ
を
下
回
る
五
十
パ
ー
セ

ン
ト
を
歳
入
見
込
額
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
歳
入
面
の
マ
イ
ナ
ス
は
、
保
健
清

村
と
共
に
、
強
く
国
に
要
望
し
て
い
ま

す
。

上
水
道
嘉
∴
業

中
間
市
か
ら
購
入
し
て
い
る
原
水
費

の
大
は
ば
な
値
あ
が
り
の
た
め
、
一
般

会
計
か
ら
約
千
百
万
円
を
繰
入
れ
、
料

金
収
入
の
た
ら
な
い
分
を
補
な
っ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
有
収
率
の
引
き
上
げ

き
部
分
に
つ
い
て
　
与

．‥‥．、ｌ、．、．．‥一．一ｌ・‥‥、．円

会
計
確
立
に
努
め

な
ど
経
営
の
改
善

に
現
在
ま
で
努
力

し
て
き
た
結
果
、

原
水
問
題
を
の
ぞ

本
革
業
は
、
畢

巣
規
模
が
小
さ
い

た
め
、
組
合
員
の

重
荷
と
な
っ
て
い

た
事
業
運
営
の
た

め
の
事
務
費
を
、

郡
内
の
他
町
と
同

じ
く
、
今
年
度
か

ら
町
負
担
と
し
た

ほ
か
前
年
度
と
変

て
い
ま
す
。

し
か
し
、
国
民
健
康
保
険
事
業
に
つ

い
て
は
地
方
税
法
で
定
め
ら
れ
た
限
度

以
下
の
税
率
の
適
用
、
上
水
道
事
業
に

つ
い
て
は
原
水
を
も
た
な
い
等
の
事
情

も
あ
り
、
本
年
度
も
国
保
事
業
へ
千
七

百
万
円
、
上
水
道
事
業
へ
千
万
円
を
一

般
会
計
か
ら
繰
入
れ
て
い
ま
す
。

動
を
盛
ん
に
し
、
疾
病
率
を
さ
げ
、
保

険
給
付
率
の
低
下
を
計
っ
て
カ
バ
ー
し

た
い
と
考
え
て
お
り
、
こ
の
件
に
つ
き

ま
し
て
被
保
険
者
の
み
な
さ
ん
の
協
力

を
強
く
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
当
事
業
に
つ
い
て
の
、
国
庫

補
助
率
の
増
大
等
に
よ
る
社
会
保
障
制

度
の
完
全
実
施
に
つ
い
て
は
関
係
市
町

き
、
経
営
体
質
の
改
善
は
進
ん
で
き
て

い
ま
す
。

水
源
を
も
た
な
い
と
い
う
基
本
的
な

問
題
を
か
か
え
て
い
る
本
事
業
に
つ
い

て
は
、
根
本
的
に
立
て
直
す
た
め
、
広

域
的
に
問
題
を
処
理
す
る
方
向
へ
の
努

力
を
な
さ
ね
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

農
業
共
済
事
業

わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。

総
予
算
額
は
農
作
物
共
済
勘
定
百
二

十
二
万
二
千
円
、
家
畜
共
済
勘
定
一
万

三
千
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

生
活
資
金
融
通
事
業

本
会
計
は
貸
出
限
度
額
を
七
千
円
か

ら
一
万
円
に
引
き
上
げ
、
毎
月
五
十
万

円
を
貸
出
し
で
き
る
事
業
内
容
と
し
て

い
ま
す
。

総
予
算
額
は
、
六
百
二
十
五
万
七
千

円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

昭和42年度一般会計予算
歳　　 入　　　　　　 ・　　 歳　　 出 （単 位 千 円） 歳 入　　　　 歳　 出　 （単位千 円）

ｌ天　 分
本 年度

予算 額

本年度予算

の万 分比

嗣年度予算
との 増減 区　 分

本年 度
予算 舶

本年度予算

のガ 分比
前年度予算

との増減

区　 分 金　 頗 区　 分 金　 斬　 ′

1・国 民 健 康

保　 険　 税

2使 用 料 及
び 手 数 料

町　 税 83．837 1．686 △　 2．162 隋 会 費 22．05Ｕ 443 2．255 15，58 1 1総 務　 費 3，932

地方交付税 175．278 3．524 2 9，856 総 務　 舞 87．368 1．75 7 16，238

分担企及負担金 24＿偶0 4糾 17．039 民 生　 曹 28．588 57 5 6．384 2 0 2保険給付費 41，116

使用料及手数料

由庫支出金

410 衛 生 費

労 働　 替

25 0 05 50 3 1 4 13
1 2．42 4

12 9 3ｔは

250

2．60 0
20．191 34．796 70 0 8．040 3国庫支出金 27，445 3保健施設彙

1，104

6．96只

2．1甜

9 8 9 03 17 9 4 03
県音 出 金

肘藩 収 入

140

44

7 2

1．64 1
商 工 費 5．757 1 16 1．650 4県 支 出金 2 4 公　 債　 費

5諸 支 出金

57

寮　附　 仝 1 土 木 費 35．648 71 7 △10．823

繰 入 金 2．300

26．0個

：．●

46 8 00 消　 防　費

育 ｌ賢

13．535 27 2

3　41 3

1．904

17　976

5繰 入 金 1，700 35

纏 純　 金

譜　爬　 入

523

1 1只

9．600

8 1 1
叡

災害復旧費

11ｉｇ＿741

4 7＿Ｇ舶
．　． 36．145 6諸 収　 入 78 6予 備 費ｉ 82

6 00 ！ヽ 17　523 3 5 2 4　880
日丁　 傭 2ｑ＿1ｎｎ 封絹 7． 搭

緒 支 出金
100 2 50 7繰 越 金 1，500

119

歳 入合 計 497，294 10，00 0 86，51 5 円
盤 出 合 計 497．294 10，000 8 6，515

歳 入 合計 46，326 療 出 合 計 46，326

昭和42年度予算（歳出）性質別内訳　　　　　　　　　　　（単位　千円）昭和42年度上水道事業予算
区　 分 本年度予算額 － 構 成 比 前年度予算との増 減 前年度予算に比べての伸び率 歳 ・ 人　　　　　　 歳　　 出　 （単位千円 ）

人 件 費 1 58，3 07 3 1．9 27．6 19 12 1 ［貢　　 分 金　　 額 区　　 分 金　　 鰍
物 件 費 53，84 8 10．8 9．1 68 12 0

維持補修費 13，9 81 2．8 ▲　 1 15 9 9 Ｉ使用料及び

手　 数　 料
19 ，5 35 1総務管理費

3，9．2 9
扶 助　 費 13，0 09 2．6 ▲　　 9 82 9 3

補助 費等 20，0 35 4．0 4 85 10 2 2
諸　 収　 入 5 89

2給 水 責
20，7 92細 事榊 1 24，5 06 25．1 ▲　 4．2 40 9 6

災害後旧事業費 47，6 80 9．6 ．　　一
41 3 3

綿 1入　 金 10 ，9 26
3
送配水管工事費 3，0 95

失射、悌事業費 34，129 6．9 7．6 42 12 9

公 債 費 17，5 23 3．5 ・；；● 13 8 ｌ
繰　 越　 金 5 0 0

4 公 債 費
3 ，6 83積 立 金 599 0．1 Ａ2 105

投資及出資金 6
，

100 5 予 備 費
5 1繰 出 金 13，071 2．6 5＿只75 18 1

予 備　 費． 6 0α 0．1 ｎ 0 歳 入 合計 3 1，5 5 0 歳 出 合計 3 1，5 5 0
歳 出合 計 4 9 7，2 94 10 0



（2）

四
月
は
地
方
選
挙
の
月
。
十
五
日
に
県
知
事
・
県
議
会
議

員
の
選
挙
が
行
な
わ
れ
た
あ
と
、
二
十
八
日
に
は
町
長

・
町
議
会
議
負
の
選
挙
が
行
な
わ
れ
ま
す
。
ま
た
三

十
日
に
は
、
参
議
院
議
員
補
欠
選
挙
も
行
な
わ
れ

ま
す
。
地
方
適
挙
は
、
地
方
に
関
す
る
こ
と

が
ら
を
地
方
の
住
民
が
自
分
た
ち
の
手
で
処

理
す
る
と
い
う
地
方
自
治
の
精
神
に
立
っ

て
、
そ
の
地
方
の
行
政
を
担
当
す
る
責

任
者
」
代
表
を
選
ぶ
も
の
で
す
。
そ

の
費
任
者
、
代
表
に
よ
っ
て
行
な

わ
れ
る
郷
土
の
政
治
彗
直
接
み
な
さ
ん
の
身
近
か
な
生

活
に
つ
な
が
っ
て
い
孝
。
こ
ん
ど
の
選
挙
は
今
後
四

年
間
、
み
な
さ
ん
の
町
を
担
っ
て
い
く
人
を
選
び
、

投
票
に
よ
っ
て
み
な
さ
ん
の
要
求
や
希
望
を
町
政

に
反
映
さ
せ
る
重
要
な
機
会
で
す
。

候
補
者
の
政
策
と
人
物
を
よ
く
考
え
、
よ

く
見
て
「
明
る
く
正
し
い
選
挙
」
を
行

な
い
ま
し
ょ
う
。
こ
の
避
挙
は
住
民

の
ひ
と
り
ひ
と
り
、
あ
な
た
が

主
役
な
の
で
す
。

午
前
七
時
か
ら
午
後
六
時
ま
で

報

候
補
者
の
氏
名
は
っ
　
き
り

無

効

票

は

棄

権

と

同

じ

∴「∴∵一都′′∴′●∴‘．．
せ
っ
か
く
忙
が
し
い
時
間
を
さ
い
て
投
票
し
た
の
に
、
書
き

か
た
を
ま
ち
が
え
る
と
、
無
効
票
に
な
り
棄
権
と
お
な
じ
こ
と

に
な
り
ま
す
。

投
票
用
紙
に
は
、
あ
な
た
の
選
び
た
い
候
補
者
の
氏
名
だ
け

を
謹
し
く
は
っ
き
り
〟
と
欄
内
に
書
い
て
く
だ
さ
い
。
候
補

者
の
氏
名
以
外
の
こ
と
を
書
く
と
無
効
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

す

無
効
票
あ
れ
こ
れ
．

◎
候
補
者
で
な
い
者
の
氏
名
を
奮
い
た
も
の

◎
一
枚
の
投
票
用
紙
に
二
人
以
上
の
氏
名
を
書
い
た
も
の

◎
候
補
者
の
氏
名
の
ほ
か
に
、
よ
け
い
な
こ
と
を
奮
い
た
も
の

◎
候
補
者
の
氏
名
を
扁
″
や
ク
か
た
紙
″
で
押
し
た
な
ど
、

選
挙
人
が
自
分
で
奮
い
て
な
い
も
の

守

ら

れ

る

投
票
の
秘
密

「
だ
れ
に
投
票
し
た
か
す
ぐ
わ
か
る

と
い
わ
れ
る
の
で
、
頼
ま
れ
た
人
に
人

絹
津
養
鰻

は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。
選
挙
法
で
は

投
票
の
秘
密
が
守
ら
れ
る
よ
う
細
心
の

注
意
を
し
て
い
ま
す
。

水
巻
町
の
場
合
、
各
投
票
所
で
投
票

さ
れ
た
投
票
箱
を
一
カ
所
に
集
め
、
よ

く
混
ぜ
た
あ
と
で
開
票
が
行
な
わ
れ
ま

す
。
こ
の
た
め
、
ど
こ
の
地
区
で
だ
れ

へ
の
投
票
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
さ

え
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。
全
部
の
票
を
一

時
に
開
き
ま
す
か
ら
「
だ
れ
が
だ
れ
に

投
票
し
た
か
…
…
」
な
ど
わ
か
る
は
ず

は
あ
り
ま
せ
ん
。

買
収
や
供
応
、
困
ね
ん
や
情
実
に
と

ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
信
を
も
っ
て

自
分
で
遊
ん
だ
人
に
投
票
し
ま
し
ょ

う
。

買
収
や
義
理
じ
ゃ

売
れ
な
い
こ
の
一
票

証

明

書

を

必

ら

ず

…

…

－

不

在

者

投

票

の

　

し

か

た

－

選
挙
は
、
投
票
日
に
決
め
ら
れ
た
投
票
所
で
行

な
う
こ
と
が
原
則
で
す
が
、
特
別
な
場
合
は
」
不

在
者
投
票
」
と
い
っ
て
投
票
日
以
前
で
も
役
場
内

選
挙
管
理
委
員
会
で
投
票
が
で
き
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
由

に
よ
る
不
在
者
投
票
が
や
む
を
得
な
い
証
明
轟
が

必
要
で
す
。

つ
ぎ
の
、
不
在
者
投
票
の
で
き
る
人
、
そ
の
方

法
、
理
由
ご
と
に
必
要
な
証
明
肇
に
ど
注
意
く
だ

さ
い
。

（
不
在
者
投
票
の
で
き
る
人
）

①
投
票
白
に
水
巻
町
外
で
会
社
な
ど
の
仕
事
に

従
事
す
る
人
。

⑧
投
票
日
に
や
む
蓉
覆
い
用
務
で
水
巻
町
外

に
旅
行
の
人
。

⑧
　
病
気
や
お
産
な
ど
の
た
め
、
投
票
日
に
投
票

所
で
投
票
で
き
な
い
人
。

（
不
在
者
投
票
の
し
か
た
と
必
要
な
証
明
書
）

◎
　
前
記
理
由
に
該
当
す
る
人
は
、
会
社
の
用

事
の
と
き
は
会
社
の
、
や
む
を
え
な
い
用
務
の

と
き
は
町
長
な
ど
の
、
病
気
の
と
き
は
医
師
の

そ
れ
ぞ
れ
不
在
者
投
票
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
事
由
証
明
事
を
も
っ
て
、
町
選
挙
管
理
委
員

会
に
お
い
で
に
な
れ
ば
不
在
者
投
票
が
で
き
ま

す
。
こ
の
場
合
、
必
ら
ず
証
明
番
を
忘
れ
な
い

で
く
だ
さ
い
。
証
明
貴
が
な
い
と
不
在
者
投
票

は
で
き
ま
せ
ん
。

（
不
在
者
投
票
の
期
間
と
時
間
）

町
長
・
町
議
会
議
員
選
挙
．

四
月
二
十
一
日
か
ら

1
　
四
月
二
十
七
日
ま
で

時
　
間
　
期
間
内
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午

後
五
時
ま
で

こ
の
期
間
、
時
間
内
で
あ
れ
ば
い
つ
で
も
不

在
者
投
票
は
で
き
ま
す
。
ｌ
土
曜
、
日
曜
も
休
み

ま
せ
ん
。

新行政相談員に

頃禾三好芳太郎氏

役
所
の
仕
事
、

保
険
・
労
災
・
衛

生
・
登
記
な
ど
、

ど
の
よ
う
な
こ
と

に
で
も
、
み
な
さ

ん
の
不
満
や
苦
情

を
き
き
、
あ
っ
せ

ん
解
決
す
る
「
行

政
相
談
員
」
に
四

月
一
日
か
ら
頃

末
、
三
好
芳
太
郎

氏
が
な
ら
れ
ま
し

た
。前

任
者
の
松
尾

高
助
氏
は
四
年
の

聞
、
み
な
さ
ん
の
い
ろ
い
ろ
な
役
所
に

対
す
る
不
満
、
苦
情
の
解
決
に
努
力
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
こ
の
た
び
一

身
上
の
都
合
で
辞
任
さ
れ
ま
し
た
。

行
政
相
談
員
は
、
国
の
機
関
で
あ
る

行
政
管
察
局
か
ら
直
接
任
じ
ら
れ
る
も

の
で
、
相
談
を
う
け
た
こ
と
は
絶
対
に

秘
密
を
守
り
、
管
察
局
の
職
且
と
一
緒

に
問
題
の
解
決
に
あ
た
り
ま
す
。

三
好
さ
ん
は
「
ま
だ
な
っ
た
ば
か
り

で
仕
事
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
苦
情

に
十
分
耳
を
か
た
む
け
、
す
こ
し
で
も

行
政
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
な
わ
れ
る
よ
う

努
力
し
た
い
」
と
み
な
さ
ん
の
相
談
を

ま
た
れ
て
い
ま
す
。

旧
金
塊
勲
章
年
金

受
給
者
に
一
時
金

請
求
は
役
場
へ

こ
の
た
び
旧
金
鴻
勲
章
年
金
受
給
者

に
関
す
る
特
別
措
置
法
が
施
行
さ
れ
、

旧
勲
章
年
金
受
給
者
が
、
か
っ
て
受
け

て
い
た
経
済
的
処
遇
か
失
な
わ
れ
た
こ

と
な
ど
の
事
情
の
改
善
を
目
的
と
し

て
、
該
当
者
に
一
時
金
が
支
給
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
辞
求
の
受
付
け
は
、
役
場
厚
生

課
で
い
た
し
て
い
ま
す
。
該
当
者
は
つ

ぎ
の
番
数
を
も
っ
て
請
求
し
て
く
だ
さ

禁
止
　
さ
れ
　
た

金
囁
勲
章
年
金
証
書
お
よ
び
功
記

戸
籍
（
除
籍
）
抄
本

印
鑑

そ
の
他
参
考
資
料

Ｇ　、′

手
・
槙
乗
り
・
げ
た
ば
き
運
転

－
道
交
法
規
則
の
一
部
改
正
－

弓
　
道
　
の

お

　

す

　

す

　

め

み
な
さ
ん
ク
弓
″
を
は
じ
め
ま
せ
ん

ヽ

　

0

カ

町
に
は
、
町
立
の
弓
道
場
が
町
民
会

館
（
頃
未
）
の
う
ら
に
あ
り
ま
す
。

初
心
者
の
た
め
に
は
弓
具
も
そ
ろ
っ

て
お
り
、
傭
導
負
が
手
を
と
っ
て
指
導

を
い
た
し
患
す
。

弓
道
は
、
し
ず
か
で
無
理
の
な
い
ス

ポ
ー
ツ
で
す
。
老
若
男
女
の
別
な
く
、

他
の
ス
ポ
ー
ツ
の
よ
う
に
相
手
が
な
く

て
も
で
き
ま
す
。

さ
あ
、
春
で
す
。
胸
を
は
り
、
健
康

増
進
の
た
め
に
尋
〟
を
は
じ
め
ま
し

ょう。
○
午
後
五
時
三
十
分
頃
か
ら
毎
日
練
習

を
し
て
い
ま
す
。

○
希
望
が
あ
れ
ば
、
昼
で
も
指
導
を
し

て
い
ま
す
。

○
申
し
込
み
は
「
水
巻
町
教
育
委
貞
金

串
務
局
」
へ
。

無
利
息
・
長
期

中
小
企
業
設
備
近
代
化
資
金

県
で
は
、
中
小
企
業
の
生
産
設
備
を

近
代
化
、
合
理
化
し
て
企
業
の
体
質
改

善
を
す
る
の
に
必
要
な
資
金
を
長
期
間

無
理
息
で
貸
し
付
け
を
い
た
し
ま
す
。

中
小
企
業
の
み
な
さ
ん
で
、
企
業
の

体
質
改
善
を
行
な
い
、
よ
り
安
定
し
た

企
業
に
発
展
さ
せ
よ
う
と
さ
れ
る
か
た

ば
こ
の
制
度
の
ど
利
用
を
。

○
貸
付
条
件

て
貸
付
期
間
　
五
年
間
（
公
害
除

去
設
備
の
場
合
は
十
二
年
間
）

二
、
利
息
　
如
利
息

三
、
貸
付
率
　
設
備
購
入
価
格
の
二

分
の
這
内

聖
最
高
貸
付
額
　
三
百
万
円

五
、
返
済
方
法
一
年
指
誼
四
年
均

等
年
賦
償
還
（
償
遺
準
備
金
積
立

制
度
あ
り
）

○
利
用
で
き
る
人

て
資
本
金
五
千
万
以
下
か
従
業
員

三
百
人
以
下
の
会
社
、
個
人

二
、
県
内
に
主
た
る
工
場
ま
た
は
事

業
所
が
あ
っ
て
、
現
在
の
事
業
を

一
年
以
上
行
な
っ
て
い
る
会
社
、

個
人

三
、
別
に
県
で
定
め
た
業
種

○
対
象
と
な
る
設
備

に
発
注
契
約
し
、
昭
和
四
十
三
年

三
月
三
十
青
ま
で
に
設
備
が
完

了
す
る
見
込
み
の
設
備
。

○
申
し
込
み
番
の
受
付
期
間

第
一
次
、
四
月
一
日
か
ら
四
月
三
十

日
ま
で
．

〇
申
し
込
み
の
方
法

町
産
業
課
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

。
壷
で
近
代
化
、
合
理
化
の
効
箪
鍼
指
摘
彗

栄
の
あ
る
設
備

・
．

三
、
唱
和
四
士
卒
四
月
首
以
降
主
な
改
正
点

一
、
県
で
定
め
た
機
械
、
装
置

福
岡
県
道
路
交
通
扶
施
行
細
則
の
一

部
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
規
則
は
四
月
一
日
か
ら
実
施
さ

れ
、
車
を
運
転
す
る
人
、
な
か
で
を
一

運
転
者
が
守
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と

の
片
手
運
転
の
禁
止
　
　
へ

自
動
二
輪
車
、
原
付
、
自
転
車

は
、
交
通
の
激
し
い
道
路
で
は
、

か
さ
を
さ
し
た
り
、
物
を
持
っ
た

り
し
て
片
手
で
運
転
す
る
こ
と
は

楽
止
さ
れ
ま
し
た
。

－
ｔ
・
三
一
．
・
三
号
・
，
主
，
・
・
・
一
Ｉ
Ｔ
，
主
，
・
・
・
苛
・
・
．
喜
．
・
・
云
・
三
■
1
．
・
・
三
．
・
三
宇
1
．
．
’
三
丁
三
〓
三
へ

篭
1

ｌＨ Ｉｌ、・・．り　Ｉｌ ｌＩ ｌｌｌりＩｌ　一一仙　川い・一項いりｌ ｌｌ ｌｌ

こ
ど
も
は
、
こ
れ
ま
で

家
庭
の
保
護
の
中
で
成
長

し
、
交
通
安
全
に
つ
い
て

の
考
え
も
な
く
、
新
入
学

児
の
事
故
多
発
が
予
想
さ

れ
ま
す
。

川
正
し
い
交
通
の
し
つ
け

を
徹
底
し

∽
街
頭
で
の
保
護
、
指
導

を
み
ん
な
で
気
を
つ
け

新
入
学
児
を
交
通
事
故

か
ら
守
り
ま
し
ょ
う
。

㈹
横
乗
り
の
禁
止
、

自
動
二
輪
車
で
後
に
乗
車
装
置

が
あ
る
場
合
、
交
通
が
ひ
ん
ば
ん

な
道
路
で
は
運
転
者
は
運
転
台
に

ま
た
が
っ
て
乗
車
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
ま
た
人
を
乗
車
さ
せ
る
場

合
で
も
乗
車
装
置
に
ま
た
が
ら
せ

な
い
で
運
転
す
る
こ
と
（
横
乗
り

な
ど
）
は
で
き
な
く
な
り
ま
し

た
。

㈱
げ
た
ば
き
遥
転
の
禁
止

げ
た
や
ス
リ
ッ
パ
な
ど
、
足
に

密
着
性
の
な
い
は
き
も
の
で
、
自

動
卓
の
運
転
は
で
遵
な
い
。

紬
ス
ノ
ー
タ
イ
ヤ
・
チ
ェ
ー
ン
巻
き

が
義
務
づ
け
ら
れ
た

降
雪
凍
結
な
ど
で
路
面
が
ス

リ
ッ
プ
し
や
す
い
場
合
は
、
ス
ノ

ー
タ
イ
ヤ
、
チ
エ
ン
を
つ
け
る
こ

と
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
。

糊
道
路
に
お
け
る
禁
止
行
為

進
行
中
の
車
両
か
ら
、
腕
、

異
そ
の
他
か
ら
だ
の
一
部
や
物

を
突
き
だ
す
こ
と
が
楽
止
さ
れ

た
。

こ
の
五
項
目
に
違
反
し
た
と
き
は
、

い
ず
れ
も
三
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
せ

ら
れ
ま
す
。

軽
車
両
が
通
行
す
る

場
合
の
灯
火

自
転
車
や
リ
ヤ
カ
ー
な
ど
、
追
突

さ
れ
る
事
故
を
防
ぐ
た
め
の
尾
灯
に

代
わ
る
も
の
と
し
て
、
反
射
テ
ー
プ

を
使
用
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。

ごめい福を

お祈りします

つ
ぎ
の
方
か
ら
香
典
返
し
に
か
え
、
多
額
の
金
品
を

町
社
会
福
祉
協
議
に
ど
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
こ
に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
故
人

の
ど
め
い
福
を
つ
つ
し
ん
で
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

故
山
千
様
　
永
沼
　
成
徳
様
　
伊
佐
座

故
俊
雄
様
白
石
磯
久
雄
様
吉
田
一

散
義
通
様
　
河
野
　
和
恵
様
　
梅
の
木

故
正
棟
　
今
井
マ
ツ
子
株
　
吉
田
一

故
シ
ゲ
様
　
坂
本
　
八
郎
様
　
若
松
区


